                                             平成２３年５月１２日　
保 護 者　様
                                            西脇市立西脇南中学校　
                                             校 長  笹 倉　邦 好　
災害発生または発生の恐れがある場合の生徒安全措置について
保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は、本校の教育に格別のご協力とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、自然災害等の恐れがある場合、報道機関から発令された警報時の防災対応として、生徒の安全上、下記の要領で対処します。お子様の行動について、各家庭でも十分ご理解の上、ご協力をお願いいたします。 

                                記
	兵庫県全域、兵庫県南部または、北播丹波地方及び西脇市に「大雨警報」「暴風雨警報」「洪水警報」「大雪警報」等が発令された場合には、以下のようにしてください。
  １  その日の午前７時現在、警報が発令されている場合は、
生徒は登校せず、自宅待機する。
  ２  その日の午前９時までに、警報が解除された場合は、防災無線の
指示に従って行動する。（指示があるまで自宅待機）
  ３  その日の午前９時までに、警報が解除されなかった場合は、
臨時休業日とする。（防災無線で指示）
  ４  生徒が在校中に警報が発令された場合は、学校が地域の状況を
      考慮し、教育委員会と協議の上、適切な措置をとる。



◎テレビ・ラジオ放送は、これまでと同様「北播丹波地方」と放送予定。
◎防災行政無線は、西脇市単独の警報情報を放送予定。

◎西脇市防災ネットは、西脇市単独の警報・注意報を配信。
◎地上デジタルのデーター放送は、西脇市単独の警報・注意報を放送予定。

◎この用紙を自宅の分かりやすいところに掲示してください。
